
 
 

大地震等にかかる松阪市消防団の非常体制図 
１ 全消防団員による非常体制 

① 市域に震度５強以上の地震が発生したとき ② 市域に大きな被害が発生し市長が必要と認めたとき ③ 東海地震に関し内閣総理大臣から警戒宣言が発令されたとき 
２ 非常体制設置系統図 
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各地区指揮所 各地区指揮所 各地区指揮所 各地区指揮所 各地区指揮所 

地区指揮所指揮官＝副団長、必

要により分団長 

（各副団長所在の地区市民セ

ンターに設置） 

地区指揮所指揮官＝副団長、必

要により分団長 

（嬉野地域振興局又は所定の

公共施設に設置） 

地区指揮所指揮官＝副団長、必

要により分団長 

（三雲地域振興局又は所定の

公共施設に設置） 

地区指揮所指揮官＝副団長、必

要により分団長 

（飯南地域振興局又は所定の

公共施設に設置） 

 

地区指揮所指揮官＝副団長、必

要により分団長 

（飯高地域振興局又は所定の

公共施設に設置） 

 
分団指揮所 分団指揮所 分団指揮所 分団指揮所 分団指揮所 

分団指揮所指揮官＝分団長、事

故あるとき副分団長 

（各地区市民センター、公共施

設に設置） 

分団指揮所指揮官＝分団長、事

故あるとき副分団長 

（各地区市民センター、公共施

設に設置） 

分団指揮所指揮官＝分団長、事

故あるとき副分団長 

（各地区市民センター、公共施

設に設置） 

分団指揮所指揮官＝分団長、事

故あるとき副分団長 

（各地区市民センター、公共施

設に設置） 

分団指揮所指揮官＝分団長、事

故あるとき副分団長 

（各地区市民センター、公共施

設に設置） 

現場指揮本部（現地指揮本部長）   災害地域の適切な場所 
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